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TV News Reporting and Privacy 

     by Naomichi NAKANISHI

  At  persent, TV is the most popular medium for news reporting. And for these ten years, 

the hours of  TV news reporting increased. Many people are intersted in programs concern-

ing privacy, and daytime programs, so-called Daytime-Wide-Shows, cover the privacies of 

TV-stars and singers  everyday. There are many critical opinions on programs of privacies. 

According to the survey results, more than half persons recognized the present TV news 

reporting violate privacies. Especially more than 70% of the respondents have sympathy 

for families of a victim or a suspected person, when they are televised. More than half 

persons have critical opinions against too many programs on wedding and divorce of TV 
-stars and singers . 

  The Japanese Constitution guarantees the freedom of expression. However, the freedom 

of expression should be based on the thought that it brings happiness to the people. 

Therefore, the reporting of privacies, including daytime TV shows, shoud not be guaran-

teed by the freedom of expression. In other words, privacy should be guaranteed although 

we cannot find such words in the Japanese Constitution. In the case of politicians and 

government officials, privacy is restricted because they are the representative of the people 
and their activities are watched by the people. The survey results show about two thirds 

of the respondents approved TV news reporting covers privacies of politicians and offi-

cials. The needs to know the privacies of TV-stars and star-players of sports are some-

what strong, and these informations can bring happiness to the people. The survey results 

show a little more than half of the respondents approved TV news reporting covers 

privacies of TV-stars and star-players of sports. 

  At last, TV news reporting can cover privacies within it brings happiness to the people. 

However, the present situation that too many programs cover privacies is criticized by 

many survey respondents.

〈まえが き〉

今 日の人び との日常の生活において,さ ま

ざまな情報 を得るメディアの うち,テ レビの

果たしている役割が きわめて大きいことは,

改めて指摘するまでもない。昭和60年 に行 わ

れたNHK}の 国民生活時間調査 によれば,全

国民平均の テレビ視聴時間は,平 日2時 間59

分,土 曜 日3時 間16分,日 曜 日3時 間40分 で

ある(注1)。人びとがテレビを見る時間は10年
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ほど前をピー クとしてやや減少 してはいるが,

テレビ視聴が依然 としてマスメディア接触の

王座 を占めていることに変わ りはない。

ところで,テ レビ放送が始 まってか ら三十

余年,テ レビが人びとの生活の中に定着 して

からで も,す でに二十五年余 りを経過 してい

るが,こ の間,テ レビ番組の内容は,時 代の

変化や技術の進歩に伴 って,大 きく変わって

きている。最近の十年間についてみると,報

道番組の増加 ということが,一 つの大 きな特

徴である。関東地区におけるテレビ各局の報

道番組について,放 送時間の一週間の合計,

ならびに,一 週間の放送本数の合計を,こ の

十年間にわたって示す と次のとお りである。

ただしここでは,各 年の11月 第一週のデータ

を用いている(注2)。

昭和52年 53年 54年 55年 56年 57年 58年 59年 60年 61年

放送分数 2,821 3,007 3,108 3,825 3,900 4,246 4,689 5,697 6,005 6,489分

52年 を100

とした指数 100 107 110 136 138 151 166 202 213 230

放送本数 144 149 160 164 171 176 189 196 1$2 196本

52年 を100

とした指数 100 103 111 114 119 122 131 136 126 136

この十年間で,報 道の部門に該当する番組

の放送本数は,1.3倍 以上 に,そ して,放 送時

間は,2.3倍 に増加 している。中で も,最 近の

増加が顕著 であ り,今 年(昭 和62年)は 更に

増加 している。

このような変化を生んだ背景には,国 内の

政治 ・経済 ・社会の諸問題に関す る情報だけ

でな く,国 際的な諸問題 に関する情報 までが

人びとの生活 と関係をもつようになって きた

こと,そ して,そ れに伴 って,人 びとのニュ

ースに対する関心が高まってきたことをあげ

ることがで きる。

報道番組 の量が増えると,そ の番組の中で

扱われ る人びとの範囲が広が り,人 び とのプ

ライバ シーの問題がクローズアップされて く

る。また,世 の中の出来事に対する関心が高

まると,世 の中の人び との生活に対す る関心

が高まり,他 人の私生活 を知 りたいとい う二

一ズが生 まれて くる。

そこで,テ レビ報道 とプライバ シーに焦点

を当て,現 状の問題点を考えてみることにし

たい。なお,こ こで用いる調査データは,筆

者 も専門委員 を勤め た放送番組向上協議会

(代表:矢 野輝雄専務理事)が,昭 和62年6

月に首都 圏の20歳 以上の住民1,200人 に対 し

て行 った 「テレビニュースに関する調査」の

結果で,放 送番組向上協議会の了承を得 て,

使わせていただいた(注3)。

1.他 人の私生活に関する番組への関心

(1)ワイ ドシ9一 番組の現状

平 日月曜 日か ら金曜日までの午前8時 半か

ら10時 まで と,午 後2時 から4時 までの時間

帯 には,民 放テレビ各局は,い わゆるワイ ド

ショー番組 を放送 している。その実情は次の

とお りである(注4)。

[日 本 テ レ ビ]「 ル ッ クル ッ ク」(8.30-10.00),「 ワ イ ドシ ョー 」(12.00-13.00),

「2時 ワ イ ド」(14 .00-14.50),「 噂 の ス タ ジ オ 」(14.50-15.50)

[TBSテ レ ビ]「 モ ー ニ ン グEYE」(8.30-10.00),「3時 に あ い ま し ょ う」(15.00-16.00)
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[フ ジ テ レ ビ]「 お は よ う!ナ イ ス デ イ 」(8.00-10.00),「3時 の あ な た」(15.00-16.00)

[テ レ ビ朝 日]「 モ ー ニ ン グ シ ョー 」(8.30-9.30),「 こ ん に ち は2時 」(14.00-15.00)

[テ レ ビ東 京]「 ハ ッ ピーTODAY」(8.30-10.00)

これらのワイ ドショー番組では,有 名人 ・

芸能人の結婚披露宴の模様を含めて,彼 等の

私生活を詳細に伝えているケースが多い。一

つの例 として9月7日(月)か ら11日(金)

までの一週間の番組内容の中か ら主な ものを,

新聞のテレビ欄か ら拾ってみると次の とお り

である(注5)。

・「佐々木つ とむ惨殺 ・葬儀生 中継 」「不倫 の結末 ・佐 々木つ とむ破局 までの私生活」

・「重病説の中美空 ひば り近況 報告 」「ひば り病状報告 会見」

・「桑名正博23歳 元OLと 再婚」「再 婚会見 ・桑名正博 」

・厂郷 ひろみ ・神 田正輝ニ ア ミス」 厂アレ ッ,郷 ・正輝 ゴル フ対決 ・二人の胸中は」

・「不 倫の大学教 授が狂恋愛人 の男 監禁 」

・「マイケル来 日フ ィーバー」 「マ イケル旋風 日本上 陸」

・「長 嶺ヤス子犬猫 大移動」

・「母 を捜 しに?消 えた中3少 女 の謎」

・「妹 が替 え玉 出頭 ・ひき逃げ の兄 自殺 」

以上の例から,芸 能人 ・タレン トの周辺 を

取材 した報告が中心になっていることがわか

る。芸能人 ・タレン トの結婚や事件などは,

これらの番組の格好の材料 となっている。そ

れに,社 会的地位のある人の場合の犯罪や事

件の背景にあるちょっと変わった私生活が取

り上げられている。ここでは,最 近の一週間

の具体例を示 したに過 ぎないが,毎 週 これ と

ほとんど同じような内容のものが放送 されて

いる。

更に,民 放各局のワイ ドショーが,同 じ日

に,時 には全 く同 じ時間帯に,揃 って同 じ内

容のものを放送 している場合が少な くない。

たとえば9月7日 の場合は,先 に上げた11の

ワイ ドショー番組の うち,8つ までの番組で,

佐々木つ とむの惨殺 に関連する報道が行われ

ていた。

(2)他人の私生活に関する番組の視聴希望

ワイ ドショー番組の このような現状 を生み

出した背景には,視 聴者がそれを望んでいる

から,放 送局はそれを放送 しているのだ とい

われているが,視 聴者の考え方や意見は,実

際には どうであろうか。

テレビのニュースやワイ ドショー番組で放

送 されている他人の私生活に関する番組につ

いて,そ れに対する関心を調査 した結果では,
「あまり見たいとは思わない」と答えた人が

最 も多い。「全 く見たいとは思わない」と答え

た人と合 わせると,三 分の二近い人は,こ の

種 の番組にはあまり関心を持っていないこと

になる。

「ぜひ見たい」 と 厂たまには見たい」を合

わせた24%の 人が,こ のような番組 を見たい

と思っている。 しかし,こ のように,改 まっ

て尋ねられた場合,見 たいとは答 えにくい気

持のあることを考慮 しなければならないであ

ろう。 したがって,こ の種の番組 を何 となく

見たい と思っている人,つ まり,こ の種の番

組に対 して潜在的な関心のある人はもっと多

いもの と思われる。

この結果を,男 女の年層別にみると次のと

お りである。
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全 [ 男 性 7 [ 女 性 ]

体 20代 30代 40代 50以 上 20代 30代 40代 50以 上

ぜ ひ見たい と思 う 2% o/ 2% 2% 3% 2% 3% 1% 3%

た まには見 たい と思 う 22 14 18 23 15 37 30 19 25

あ ま り見た い と思わない 43 40 49 41 42 40 44 49 39

全 く見た い と思わない 21 30 27 26 24 10 14 17 15

どちらもいえない 12 16 4 8 15 11 9 15 17

厂ぜひ見 たい」・「たまには見たい」 という

人は,20代 の女子 をはじめ,女 性に比較的多

い傾向がみ られ る。 ワイ ドショa.組 は,週

日の午後,家 庭の主婦 を対象 として放送 され

ているものが多 く,実 際に見ている人 も主婦

が圧倒的に多いが,確 かに女性の関心 をひい

ているとい うことができる。一方,「全 く見た

い とは思わない」とい う人は,20代 の男子を

は じめ として,男 性の場合に多いが,こ の中

には,生 活態様から,こ のような番組 を見る

ことのできない人が多く含 まれているとみら

れる。

家庭の主婦の場合,最 近では,パ ー トタイ

ムの仕事 についている人 もかなり増 えてはい

るが,一 日中,ほ とんど家庭やその近所で過

こす人が多 く,世 の中 とのつなが りは,主 と

してテレビを媒介にしている場合が多い。し

たがって,テ レビを通 じて,世 の中のこ とを

知 り,他 人の生活の実情を知ろうとすること

になる。若い主婦の場合には,そ の方向へ向

かう関心がいっそう強 くなっていることが示

されてい る。

ふだんのテレビ番組の視聴状況で,NHK

をよく見 る人と民放をよ く見る人 とでは,他

人の私生活に関する番組への関心に違いがみ

られる。そこで,ふ だんのテレビの視聴状況

から,視 聴者を次の四つのタイプに分 け,そ

れぞれの タイプ別に,私 生活番組に対する関

心の度合 を分析 してみた。

NHK型:NHKの 方 を多 く見る人,(NHKの 方 をず っと多 く見る人 と,ど ち らか といえばNHKの 方 を多 く見 る人

の合計)

民放絶対 型:民 放の方 をず っ と多 く見 る人,

民放型:ど ちらか といえば民放 の方 を多 く見 る人,

同等 型:NHKと 民放 を同 じくらい見る人,

全体 NHK型 民放絶対型 民放型 同等型

ぜ ひ見 たい と思 う 2% 3% 2% 1%' 2%

たまには見たい と思 う 22 19 25 23 22

あま り見 たい と思わ ない 43 43 42 50 36

全 く見 たい と思わな い 21 23 16 18 28

どち らともいえない 12 11 15 9 12

NHK型 の人には 「ぜひ・たまには見たいと

思 う」人が比較的少ないのに対 して,民 放絶

対型の人には,そ れが比較的多 くなっている。

ふだんNHKの 番組 を多 くみる人 たちは こ

の種の番組 を見たい と思っている人が比較的

少なく,ふ だん民放の番組の方をずっと多 く

見てる人たちは,こ の種の番組 を見たい と思

っている人が比較的多いということになる。

したがって,こ の種の番組 を見たいと思って

いる人たちは,ふ だん民放の番組をよく見る

という結果になっている。

ところで,今 日の人びとの生活の中では,

一30一



ニュースの利用メディアとして,新 聞 とテレ

ビとがそれぞれ大 きな役割 を果たしている。

人びとのふだんの生活実態か ら,朝 の三ユー

スの利用メディア として,新 聞を第一に利用

する人 と,テ レビのニュースを第一に利用す

る人とに分けることがで きる。この調査で,

この点を尋ねた結果では,新 聞を第一に利用

する人と,テ レビのニュースを第一に利用す

る人が,そ れぞれ45%で,両 者は全 くきっこ

うしていた。そして,朝 はラジオのニュース

を第一に利用する人が9%あ った。
一方,夜 のニュースの利用 メディアとして

は,テ レビを利用する人が67%と 圧倒的に多

い。人び との夜の生活実態,な らびに,新 聞

の配達 される翌朝 までの間を考えると,当 然

の結果であろう。

そこで,た またま同じ割合 に分割 される朝

のニュースの利用メディア別 に,他 人の私生

活に関する番組の視聴希望 を分析 してみたが,

その結果は次のとお りである。

全 朝 のニュース 朝のニュース 朝 のニュース

体 は新聞 はテ レビ はラジオ

ぜ ひ見 たい と思 う 2% 2% 3%0%

た まには見 たい と思 う 22 19 2621

あまり見た い と思 わない 43 43 4151

全 く見たい と思 わない 21 26 1713

どちらともいえない 12 11 1515

朝のニュースの利用メディアとして「新聞」

を第一にあげた人には,他 人の私生活に関す

る番組を 「ぜひ ・たまには見たいと思 う」人

が比較的少 なく,「テレビ」を第一にあげた人

には,そ の ような番組を 厂ぜひ ・たまには見

たいと思 う」人が比較的多い。朝のニュース

源 として新聞をあげた人は,夜 の くつろいだ

時間を除いて,テ レビをゆっ くりと見ること

のできない人が多 く,し たがって,こ の種の

番組はは じめか ら見 られないとい う気持が先

に立っていると考えられる。 これに対 して,

朝のニュー ス源 としてテレビをあげる人は,
一 日を通 じて比較的時間の余裕があ り

,昼 間

のテレビ番組も見ることので きる人が多いた

めである。
一方

,朝 のニュース源 としてテレビをあげ

る人は,あ らゆる情報 をテレビに頼 ることの

多い人たちである。 したがって,テ レビで放

送 される番組によって,さ まざまな問題 に関

心 をもつようにな り,私 生活に関する番組に

対 しても,そ れを見ている間に,次 第に関心

を持つ ようになった と考えることができる。

2.プ ライバシーの侵害や取材 の行 き過 ぎ

につ いて

(1)取材の行き過 ぎと言論の 自由

昭和61年12月 に,タ レン トのビー トたけし

が,週 刊誌の編集部へ押し入 り,編 集部員に

暴力を加 えた事件は,各 マスメディアを通 じ

て報道され,多 くの人びとの関心を集めてい

た。そして,そ の原因となったものは,週 刊

誌の契約記者が,プ ライバ シーの侵害につな

が りかねないような強引な取材 を進めたこと

にあったとされている。

取材の行 き過 ぎが原因 となって,暴 力 ざた

になったこと,し かもその当事者が現在人気

絶頂のタレン トであったことか ら,大 きな社

会問題 となったが,こ れに準ずるような取材

の行 き過 ぎは,今 日ではいたるところで行 わ

れていると言っても過言ではない。

ところで,ビ ー トたけしが押 し入った先の

週刊誌の責任者が,事 件の直後,テ レビの取

材 に対応 して,「 言論の自由」を守 るために,

このような暴力は絶対に許せない というよう

な意味の発言をしていたが,こ の点に関 して
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は,真 の意味の 「言論の 自由」を守る立場か

ら,十 分な注意を喚起 しておきたい。

それでは,真 の意味の 「言論の自由」とは

何であろうか。国民の幸福 な生活 を維持して

い くために必要な言論の自由こそ,真 の言論

の 自由であるということができる。読者の歓

心 を買 うために,こ そこそと取材するような

行動は,言 論の 自由の精神に支持されるもの

では決 してない。 このような行動は,プ ライ

バ シーの侵害につながるものであるとの理由

で,正 しい取材 まで制限 を受けるようなこと

になれば,こ のような行動は,む しろ言論の

自由を危険に陥れるものである。

目先の利益 にのみ 目が くらみ,真 の 「言論

の自由」の意味 をとり違えている週刊誌の編

集責任者に,反 省を促 したい。

(2)取材の行 き過ぎに対する視聴者の批判

調査の結果では,テ レビのニュースやワイ

ドショー番組などでの,プ ライバ シーの侵害

や取材の行 き過 ぎについて,「行 き過 ぎがある

と思 う」と答えた人が半数以上に達 している。

「行 き過ぎはないと思 う」人は,わ ずか1割

程度であり,大 多数の人が現在のテレビ番組

には,プ ライバ シーの侵害や取材の行 き過 ぎ

があると思 っていることになる。

取材の行 き過ぎがあると思 うか どうかにつ

いての調査結果を,男 女の年層別にみると,

次の とお りである。

全 [ 男 性 ] [ 女 性 7

体 20代 30代 40代 50以 上 20代 30代 40代 50以 上

行 き過 ぎが ある と思 う 54% 53% 56 40 45% 54 63% 65 53%

行 き過 ぎはない と思 う 11 11 7 11 19 11 8 7 10

わか らない 36 36 37 50 35 34 29 28 37

「行 き過 ぎがあると思 う」人は,40代 の女

子(65%)と30代 の女子(63%)に 多 くみ ら

れ る。実際に昼間のワイ ドショー番組 を見て

いる人は,30代 や40代 の女性が圧倒的に多い

のであるから,こ れはふだんこのような番組

を実際に見ている経験か ら出てきた結論であ

るということができる。 したがって,今 日の

視聴者の多 くは,ワ イ ドショー番組などの内

容 には,プ ライバシーの長害や取材の行 き過

ぎを認めていることになる。

プライバ シーの侵害や取材の行 き過 ぎにつ

いての受け とり方にも,テ レビの番組はふだ

んNHKの 方 をよ く見 る人 と民放の方 をよ

く見る人 との間に,か なりの違いがみ られる。

NHKと 民放の どちらをよ く見 るか とい う

視聴状況か ら,視 聴者を四つのタイプに分け

て(注6),そ れぞれのタイプ別に,行 き過ぎが

あると思 うか,な いと思 うかを分析 した結果

は,次 のとお りである。

全体NHK型 民放絶対型 民放型 同等型

行 き過 ぎがあ ると思 う 54%57%49% 56% 55

行 き過 ぎはない と思 う 111012 10 9

わか らない 363239 34 36

「行 き過 ぎがあると思 う」人は,NHK型 で

は,57%で あるのに対 して,民 放絶対型では,

49%に しか過 ぎない。民放型や同等型のタイ

プでは,NHK型 に類似 した傾向を示 してい

る。つまり,ふ だん民放の方をずっと多く見

る人たちだけが,取 材の行 き過 ぎに対 して,

寛大な態度 を示していることになる。民放の

方 をずっと多く見ている人には,多 少取材に

行 き過 ぎがあっても,そ の結果が人び との興

味をひ くものであればよいという考 えを持 っ

ている人が多いように思われ る。それは,次

の分析からも伺 うことができる。
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取材の行 き過 ぎに対す る批判は,私 生活番

組への関心 と関係 しているからである。私生

活番組を見たいか,見 た くないかによっqて,

取材の行 き過 ぎがあると思 うか,な いと思 う

かを分析 した結果は,次 の とお りである。

全体 見たい あ まり見 全 く見 た どちらとも

と思 う た くない くない いえない

行 き過 ぎがあ ると思 う 54 49% 56% 60% 44

行 き過 ぎはない と思 う 11 15 10 8 6

わか らない 36 36 34 32 50

このように,私 生活番組への関心 との関係

では,私 生活番組 を見たいと思っている人で

は,「行 き過 ぎがあると思 う」人が49%で ある

のに対 して,私 生活番組 をあまり見たいとは

思わない人では,そ れが56%で,私 生活番組

を全 くみたいとは思わない人では,そ れが60

%に 達 している。

プライバ シーの侵害や取材の行 き過 ぎにつ

いては,そ の種の番組 を見たい人は,多 少の

行 き過 ぎがあっても,面 白くなった方がよい

と考えているからであ り,逆 に,そ の種の番

組にあま り関心のない人は,た てまえとして

の考え方から,プ ライバ シーの侵害や取材の

行 き過ぎに対 してはかな り批判的であるよう

に思われる。したがって,こ の問題に関して

は,現 状を客観的にみた上で,行 き過 ぎがあ

るかどうか を判断 しているというよりも,こ

の種の番組に対する好 ききらいの気持が大 き

く影響 しているということができる。

(3)対象別の取材の行き過 ぎ

今 日のテレビの報道において,取 材の行 き

過 ぎが批判されている対象 としては,事 件や

事故の際,家 族や身内の人たちに対する取材

が最 も多い。特に,事 故などの際,家 族や身

内の人を失って,悲 しみに くれている人に対

して,「今のお気持ちはどうですか」というよ

うな尋ね方をしている場面に接することは少

なくない。悲 しみに くれている人の気持を考

えれば,そ のような状態に置かれている人に

対す る同情 と,取 材する側に対す る怒 りを覚

える人が多いであろう。もちろん,そ のよう

な場合 に,家 族に対 して取材すべ きこともあ

るであろうが,状 況 を無視 した取材は,必 要

な取材 まで拒否されてしまう危険のあること

を認識 しなければならない。

この調査の結果にも,こ の問題に対する視

聴者の反応がはっきりと表われている。この

調査では,七 つの事例 をあげて,そ れぞれの

場合に,取 材の行 き過 ぎがあると思 うかどう

かを尋ねたが,そ れぞれの場合について,行

き過 ぎがあると回答 した人の割合は次のとお

りである。

犯 罪の容 疑者の家族に取材す るこ と:78%

事件 ・事 故の被 害者の家族 に取材す るこ と:73%

芸能 人 ・タ レン トな どの私生活 を とりあげ ること:66%

芸能 人 ・タ レン トな どの結婚 ・離婚 を とりあげ ること:55%

犯 罪の容 疑者を実名で報道す るこ と:11%

犯 罪の容 疑者の顔写真 を報道す ること:10%

犯 罪の容 疑者の逮捕 ・護送 を報道 する こと:10%

この結果から,テ レビの報道は,そ の対象 第一は,犯 罪の容疑者の家族や,事 件 ・事故

から,3種 類に分 けて考えることができる。 の被害者の家族などに対する取材で,こ め場
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合 は,取 材の行 き過 ぎを認める人が非常に多

い。関係者の家族の場合 は,ニ ュースの対象

となっているものと直接の関係はほとんどな

い。 しかも,こ れらの人たちは,悲 しみにく

れている場合が多い。 したがって,こ れらの

人たちに対 しては,そ っとしておいてやるの

が思いや りである。調査の結果には,そ のよ

うな人び との気持がよ く表われているという

ことができる。

犯罪の容疑者の家族や,事 件 ・事故の被害

者の家族などに対する取材の行 き過 ぎを認め

る人は,男 女の各年層にわたっているが,ど

ちらか といえば,女 性の方にそれを認める人

が多く,男 女の年層別にその割合 を示す と次

のとお りである。

全 [ 男 性] [ 女 性 7

体 20代 30代 40代50以 上
●

20代 30代 40代 50以 上

犯罪容疑者の家族 78% 81%ト 81% 76%66% 79 78 :1'. 81%

事故の被害者の家族 73 71 77 6961 80 75 71 78

この ように,犯 罪容疑者の家族に対 しては,

30代以下の男性 と40代以上の女性の率が高 く,

これ らの人びとが,犯 罪容疑者の家族に対 し

て強い同情を示 しているが,事 故の被害者の

家族に対 しては,20代 の若い女性が,最 も多

くの同情を示 しているということができる。

しかし,こ の問題 に関 しては,男 女のどの年

層でも大多数の人が同情 を示 しているとみる

べ きであろう。

一方,事 件の報道に関しては,関 係者の家

族のことなどを含めて,そ のような状況にあ

る人たちのことを知 りたいという欲求のある

ことも事実である。 また,報 道する側にとっ

ては,二 度 と過ちを繰 り返 さないために,そ

れを報道すべ きだという大義名分がある。こ

のバランスをどのようにとるかが重要な課題

であろ う。

第二 は,芸 能人・タレン トの私生活や結婚・

離婚に関する報道である。この点についても,

取材の行 き過 ぎを認める人はかな り多 く,過

半数の人が,現 在のテレビ報道は行 き過 ぎで

あると考えている。 しかし,芸 能人 ・タレン

トの場合は,事 故の被害者の家族の場合 と違

って,男 性の方にそれを認める人の割合が高

い。つ まり,男 性は,た てまえとして,私 生

活や結婚 ・離婚のニュースなどはテレビで報

道すべ きではないと思っているのに対 して,

女性の場合 は,こ のような番組に興味を持 っ

ている人が多 く,こ のような番組 を見てみた

いとい う気持が,た てまえとしての考えを抑

えているということがで きる。

全 [ 男 性] [ 女 性 ]

体 20代 30代 40代50以 上 20代 30代 40代 50以 上

芸能人の私生活 66 71% 72 66%58% 66% 64 61% 66

芸能人の結婚 ・離婚 55 57 60 6166 42 45 51 54

他人の私生活に関する番組を見たい という

人は,女 性 に多く,特 に20代 と30代の女性に

多かった。他人の私生活 といえば,当 然芸能

人やタレン トの華やかな生活 を見たいわけで

あ り,少 しぐらい取材の行 き過ぎがあった方

が面 白くなると期待 している人 も少な くない

であろう。20代 と30代の女性では,「芸能人・

タレン トの結婚 ・離婚」の報道に対 して,行

き過 ぎを認める人は半数以下であることがそ'

れを物語っている。

私生活番組への関心が,取 材の行 き過 ぎを

認めるか どうかに関係のあることは,す でに
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明らかにしているが,芸 能人 ・タレントの場

合は,ど うであろうか。他人の私生活に関す

る番組 を見たいかどうかによって,芸 能人 ・

タレン トに対する取材の行 き過 ぎを認めるか

どうかの関係は,次 のとお りである。

全体 見た い あ ま り見 たい 全 く見たい どちらとも

と思 う と思 わない と思わない いzな い

芸能人の私生活 66% 50%亀 69% 82% 57%

芸能人の結婚 ・離婚 55 35 58 77 46

他人の私生活に関する番組 を見たいと思 う

人 と,全 く見たいとは思わない人とでは,こ

れ らの問題に対する反応が大 きく異なってい

る。特に,芸 能人やタレン トの結婚や離婚 に

ついての報道 に対 しては,他 人の私生活に関

する番組 を全 く見たいと思わない人では,取

材に行 き過 ぎがあると思 っている人が大多数

であるのに対 して,見 たい と思っている人で

は,取 材の行 き過ぎを認める人は比較的少 な

い。特に 厂芸能人 ・タレン トの結婚 ・離婚」

の場合は,他 人の私生活に関す る番組 を見た

い と思っている人 と,そ うでない人とでは,

取材の行 き過 ぎを認める度合 いに大 きな違い

がみ られ る。

ワイ ドショー番組の現状 として指摘 したよ

うに,今 日のテレビ番組に大量に登場 してい

る芸能人 ・タレン トに関する情報は,そ の背

景に,そ れを見たいと望んでる人が少 なくな

いこと,そ してそれ らの人たちは,現 在の取

材の方法 に特 に問題 を感 じてはいない という

実態が存在 している。

しか し,芸 能人 ・タレン トの結婚や離婚 に

関する報道は,調 査結果が示す ように,取 材

の行 き過 ぎを認める人もある程度はいるが,

芸能人 ・タレン トの場合で も,そ れ以上の私

生活に関する報道では,男 女の各年層を通 じ

て取材の行 き過 ぎを認める人がかなり多くな

っていることに注意すべ きである。つまり,

芸能人や タレン トについての報道の場合に,

「結婚 ・離婚」と 「私生活(一 般)」 とで,プ

ライバ シーの侵害や取材の行 き過ぎの受けと

り方には若干の違いがあることである。言い

換えれば,芸 能人やタレン トの 「結婚 ・離婚」

については,あ る程度の報道は認められるが,

それ以上の 「私生活(一 般)」 には,取 材の行

き過 ぎがあってはならない という気持が表わ

れている。この辺にも,今 日のテレビ報道の
一つの問題が提起されているということがで

きる。

第三は 「犯罪の容疑者」に関する報道であ

る。この点に関 しては,犯 罪の容疑者を実名

で報道すること,顔 写真 を報道すること,逮

捕の場面 を報道することなどのいずれの場合

も,取 材が行 き過 ぎであると認める人は,そ

れぞれ10%か ら11%程 度で,被 害者の家族や

芸能人 ・タレン トの場合に比べると非常に少

ない。

犯罪の容疑者本人に関する報道については,

男女のどの年層でも,ま た他人の私生活に関

する番組 を見たい ・見た くないにかかわらず,

現在の取材に対 して特に行 き過ぎを認める人

は少ない。つまり,犯 罪の容疑者本人の報道

に関 しては,当 然報道 されるべ きものである

と考えている人が大部分であワ,こ のような

考え方が人び との間に定着 しているとい うこ

とができる。

3.有 名人の プライバシー と報道の 自由

(1)報道の自由の意義 と限界

報道の自由の意義については,憲 法21条 が
一切の表現の自由を保障しているが

,こ の 自

由には,各 自の 自己表現の保障によって,各

人が幸福 になることと,社 会の中に多種多様

な情報が自由に行 き交い,皆 が容易にそれ ら
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を知 って,受 容あるいは批判 し合 うことによ

り,社 会全体が向上 してゆ くことが期待 され

ている(注7)。

また,報 道の 自由があるからといっても,

その報道 される情報は,公 衆が知るに値する

ものでなければならない。したがって,単 な

る興味本位 の情報は,報 道の自由の保護 に値

するものではない。前述のビー トたけしの事

件の発端 となった週刊誌の取材の対象は,単

なる興味本位のものであ り,報 道の自由の保

護 を受 けるに値するものでないことは,こ の

点からも指摘することができる。

それでは,公 衆が知 るに値する情報 とはい

ったい何であろうか。公衆が知るに値する情

報はこれこれであると定義することは困難で

ある。 しか も,そ のような情報は,時 代 とと

もに変化 してゆ くものである。他人の私生活

に関する情報の多くは,公 衆の知 るに値する

情報ではないか も知れない。 しかし,他 人の

私生活に関する情報の中にも,公 衆が知るに

値するものが含まれていることにも注 目しな

ければならない。

今 日の情報化社会にあっては,他 人の私生

活に関す るある種の情報 を得てお くことが,

幸福な生活 を追求する上で有効 な手段である

場合が少な くない。華やかな生活をしている

人たちのことを知 ることは,心 を豊かにする

ことであ り,人 びとの射幸心をあおった り,

人びとを怠惰にした りす るだけでは決 してな

い。すでに調査の結果でみたように,今 日で

は,他 人の私生活に関す る情報を知 りたい と

いう欲求はかな り強い。

ところで,報 道の 自由を考える時には,同

時にプライバ シーの権利 について考 えること

が必要であ。今 日,「プライバ シー」という表

現は,人 びとの 日常の生活の中に定着 してい

る。憲法の中には,プ ライバシー とい う表現

はどこにも見当たらないが,憲 法13条 のすべ

ての国民は個人 として尊重されるという規定

には,個 人のプライバ シーが保護 されるべ き

であるという考え方が含 まれているとみるべ

きである(注8)。

そ して,人 びとのプライバ シーの権利に対

する要求は,年 とともに強 くなっている。私

生活に関す る情報の増加 とそれに対する欲求

の増加が一方にあり,他 方では,プ ライバ シ

の権利に対する欲求が強 くなっている状況に

あって,報 道の自由 とその限界が大 きな問題

として,ク ローズア ップ されてきたのである。

他人の私生活に関 してもう一つ考えなけれ

ばな らない問題 は,民 主主義 と人びとの代表

に関連す ることである。民主主義の下 におい

ては,人 びとを代表す る人たちによって,日

常の ことがらが進められている。そこで,人

び とを代表する人たちのことは,広 く知 られ

ていることが必要である。ある場合には,そ

の人たちの私生活について も,公 にされるこ

とがある。政治家の場合 はその代表的な例で

あり,多 くの人の幸福 を左右す る立場 にある

以上,避 けられないことである。

1988年 の大統領選挙に向けて,ア メリカで

は,す でに大統領選挙の前哨戦が始まってい

る。民主党の有力な大統領候補であったハー

ト上院議員が,そ の政治的行動によってでは

な く,そ の私生活にかかわる疑惑によって,

大統領選挙への出馬を事実上断念せ ざるをえ

な くなったことが,最 近のニュースとして伝

えられている。民主主義の伝統を誇 るアメリ

カにおいては,人 びとを代表する立場 に立つ

人については,そ の人の私生活 も公にされる

ことが事実 として示されている。

政治家以外の有名人の場合 も,人 び との幸

福 な生活に影響を与えるような人たちの私生

活は,そ れを報道することによって もたらさ

れる人びとの幸福 と,有 名人のプライバ シー

の権利の保護 との兼ね合 いをどうすべ きか と

いう問題 になって くる。

調査の結果にみられる人びとの意識 を分析

しながら,こ の問題 について考 えてみること

にしたい。
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(2)政治家や有名人の私生活についての報道

政治家の場合は,公 人 として,誰 に見 ちれ

てもよいような生活をしなければならないと

いう考え方がある。そこで,「政治家 ・役人」

については,テ レビで私生活の ことを放送 し

て もよい と思 うかを尋ねた結果では,「全 くか

まわない」14%,「 ある程度はかまわない」51

%で,お よそ三分の二の人は,政 治家や役人

の私生活の報道 を容認している。これ を男女

の年層別 にみると,次 の とお りである。

全 [ 男 性 7 [ 女 性 ]

体 20代 30代 40代 50以 上 20代 30代 40代 50以 上

全 くか まわない と思 う 14% 21% 16% 14% 17% 12% 11% 14% 7/

あ る程度 はか まわない 51 48 52 60 A9 54 44 43 56

あ まり好 まし くない 29 23 24 19 29 32 36 38 33

やめ るべ きだ と思 う 6 8 8 6 6 1 9 5 4

「全 くか まわないと思 う」人は,20代 の男

子に多 く,「ある程度はかまわない と思 う」ま

でを含めた容認する人の率は,40代 の男子が

最 も高い。そして,男 性は一般に女性 よりも,

政治家や役人の私生活の報道 を容認す る人が

多い。女性の場合は,「あまり好 ましくない と

思 う」人が,各 年層を通 じて30%を こえてお

り,た とえ政治家や役人であっても,そ の私

生活を報道することには,抵 抗感を持ってい

る人が少 なくない。

人びとを代表する人たちのことは何でも知

っていた方がよいとい うことで,政 治家や役

人の私生活についての報道を容認する考え方

は,男 性の方が女性 よりも進んでいるという

ことができる。

これが,芸 能人やスポーツ選手の場合 にな

ると,政 治家や役人の場合に比べて,私 生活

の報道を容認する人の割合は,や や減少し,

好 ましくないと考える人が増 えている。芸能

人やスポーツ選手の私生活 を報道することに

対する考えを,男 女の年層別 に分析 した結果

は次の とお りである。

全 [ 男 性 ] [ 女 性 ]

体 20代 30代 40代 50以 上 20代 30代 40代 50以 上

全 くかまわない と思 う 5% 5% 4% 3% 8% 4% 3% 8% 6%

ある程度かまわない 51 38 44 54 48 67 52 47 57

あま り好 ましくない 34 44 37 33 34 27 31 38 32

やめ るべ きだ と思 う 10 14 15 10 11 4 14 8 5

芸能人やスポーツ選手の場合 は,政 治家や

役人の場合 とは逆に,女 性の方が男性 よりも

その私生活の報道 を容認する人が多い。「全 く

かまわないと思 う」人は,男 女の各年層 を通

じて非常 に少ないが,厂ある程度かまわないと

思 う」人まで含めた容認する人は,女 性の20

代では7割 以上に達 している。若い女性の場

合は,芸 能人やスポーツ選手の私生活にかな

りの関心 を持ってお り,し たがって,そ の私

生活につ いて知 りたいという気持の強 さが,

芸能人やスポーツ選手のプライバ シー を尊重

しようという気持を上回っていると考えられ

る。

一方,20代 と30代の男性の場合は,「あまり

好 ましくないと思 う」 と 「やめるべ きだと思

う」の合計が半数 を越えている。芸能人やス

ポーツ選手についての報道は,そ れぞれの人

たちの活躍する場における報道 に徹すべ きで

あ り,私 生活にまで立ち入るべ きではないと

いう本来の考え方が,若 い男性の意識の中に
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根づいていることが伺われる。

次 に,著 名文化人の私生活を報道すること

に対 しては,人 び との考 え方は次の とお りで

ある。

「全 くか まわない と思 う」4%

「ある程度 か まわない と思 う」45%

「あま り好 まし くな いと思 う」40%

「や めるべ きだ と思 う」11%

このように,著 名文化人の場合は,私 生活

についての報道を容認する人 と,容 認するこ

とはで きないとする人 との割合がほぼ等 しく

なっている。政治家や役人の場合 と比べ ると

私生活についての報道を容認する人の割合は

かな り低 く,芸 能人やスポーツ選手の場合 に

比べてもやや低 くなっている。

また,著 名文化人の場合 は,政 治家や役人,

あるいは,芸 能人やスポーツ選手の場合 と違

って,私 生活の報道 を容認する人の割合には,

男女の年層 による違いがあま りみられない。

つまり,著 名文化人の私生活のことを知 りた

いというような年層は特にな く,比 較的客観

的な判断ができているもの と思われる。

以上,私 生活についての報道をその対象に

よって,政 治家や役人,芸 能人やスポーツ選

手,そ れに著名文化人のそれぞれの場合 につ

いて,人 び とがそれ らの報道を容認するか ど

うかをみて きたが,政 治家や役人の場合は,

その私生活を容認する人が最 も多 く,次 いで,

芸能人やスポーツ選手の場合であ り,著 名文

化人の場合は,そ れを容認する人が最 も少 な

かった。

そして,政 治家や役人のように,多 くの人

に知 られてもよいような生活をしなければな

らない人たちの場合 と,そ れぞれ活躍す る場

における報道は当然のこととして,私 生活 に

ついてまでは報道すべ きではない人たちの場

合 との違いが,調 査の結果にもはっきりと表

われているということができる。

しか し,私 生活についての報道 を容認する

かどうかは,こ の問題についての本来の考え

方だけでな く,そ のような内容の番組 を見た

いという意識が強 く働いていることもまた事

実である。そこで,私 生活についての番組を

見たい と思 うかどうか と,私 生活についての

報道を容認す るかどうか との関係を,そ れぞ

れの対象別に分析 してみると,次 のとお りで

ある。

私生活番 あま り見 全 く見た どち ら

組を見た たい とは い とは ともい

い と思 う 思わない 思わない えない

政治家や 全 くか まわない と思 う 17% 10% 18% 16%

役人の場合 :あ る程度 はか まわない 64 52 37 44

あま り好 まし くない 18 32 33 36

や め るべ きだ と思 う 2 6 13 4

芸能人や 全 くか まわない と思 う 10 3 3 6

ス ポー ツ ある程度はか まわ ない 73 51 26 47

選手の場合:あ ま り好 まし くない 17 38 44 40

やめ るべ きだと思 う 1 8 27 7

著名文化人 全 くか まわない と思 う 9 3 2 2

の場合: あ る程度 はか まわない 66 41 27 46

あ ま り好 まし くない 21 49 45 42

やめ るべ きだ と思 う 3 8 27 11
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政治家や役人,芸 能人やスポーツ選手,著

名文化人のいずれの場合 も,私 生活番組を見

たいと思っている人には,私 生活についての

報道 を 「全 くかまわないと思 う」人が多く,

私生活番組を全 く見たいとは思わない人には,
「あまり好 ましくないと思 う」人が多 くなっ

ている。

ここで,政 治家や役人の場合,芸 能人やス

ポーツ選手の場合,著 名文化人の場合のそれ

ぞれについて,私 生活についての報道を容認

する人(「全 くかまわないと思 う」人と 「ある

程度はかまわないと思 う」の合計)の 率を,

私生活番組を見たい人の場合 と,全 く見た く

ない人の場合 とで,対 比 して示す と,次 のよ

うになる。

政 治家や役 人:81%-55%

芸能 人やスポー ツ選手:83%-29%

著名 文化人:75%-29%

このように,私 生活番組 を見たいと思って

いる人 と,そ うでない人 とでは,私 生活につ

いての報道 を容認する度合いが著 しく違 って

いる。特に芸能人やスポーツ選手の場合には,

それがきわめて顕著であることがわかる。

要するに,芸 能人やスポーツ選手について

の私生活の報道を容認 している人たちは,そ

のようなことを報道する番組を見たいからで

あり,私 生活番組を見たい という欲求は,他

人の私生活 を報道することは好 ましくないと

い う考えを覆すほど強いものであることを示

している。

今 日,私 生活についての報道 を主とした番

組が数多 く放送されてお り,放 送局側は,視

聴者がそれを望んでいるか らであると主張 し

ているが,そ の背景 として,確 かに,私 生活

番組 を見たい視聴者が,私 生活 についての報

道 を望んでいる実態がここに示 されている と

いっことができる。

4.プ ライバ シーにかかわ るテ レビ報道の

あ り方

これまでのことろで,プ ライバ シーにかか

わるテレビ報道の実情 と,そ れに対する視聴

者の反応や批判 について,調 査結果の分析 を

交えなが ら考察 してきた。そして,今 日のテ

レビの番組では,有 名人の私生活に関するも

の,あ るいは,事 件 などの関係者の私生活に

関するものが多 く取 り上げられているが,そ

の背景 には,視 聴者の多くがそれを望んでい

ることも明らかにしてきた。

しか し,す でに二十年近 くにわたって,テ

レビ視聴は人び とのマスメディア接触の王座

を占めている。 したがって,今 日の社会にお

けるマスメディア としてのテレビの役割 を考

えると,テ レビ放送は,あ る程度の私生活情

報 を放送するにしても,大 多数の国民に対 し

て,適 切な情報 を提供す るとい う役割 を果た

さなければならない。

ここで,こ れまでたびたび引用 してきた首

都圏での 「テレビニュースに関する調査」か

ら,多 くの視聴者に関心を持たれているニュ
ース項 目についてみることにしたい。厂おおい

に関心 がある」 と答えた人の多かったニュー

ス項 目は,次 の とお りである。

天気予報46%

事件や事故 などの社 会ニュース35%

スポー ツニュース34%

貿易や景 気動向な どの経済ニュース24%

政府や国会 の動 きな どの政治ニュース23%

米 ソ関係 やアジア問題な どの国際ニュース19%

最新 の流行 な どの話題的ニュース19%

郷里 な ど関心のあ る地方のニュース18%

首都 圏のmカ ルニ ュース18%

交通 情報17%

そ し て,芸 術 ・文 化 ニ ュー ス,芸 能 ニ ュ ー

ス,行 楽 ・観光 ニ ュー ス が こ れ らの 後 に続 い

て い る 。

日常 の 生 活 に直 接 の関 係 が あ る 「天 気 予 報 」
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に対する関心が特に高いが,伝 統的に多 くの

人に関心を持たれていた 「社会ニュース」に

加 えて,若 い人を中心 として,「スポーツニュ

ース」に対する関心が非常に高いのが現代の

特徴である。このほか 「経済ニュース」や 「国

際ニュース」に対する関心 もかな り高 く,今

日の視聴者は,幅 広いニュースを求めている

とい う実態が示されている。

ところで,こ れ らのニュースに対して,視

聴者はいったいどの程度満足 しているのだろ

うか。「おおいに満足 している」と答えた人が

10%を 上回ったのは,次 の3つ のニュースだ

けであった。

天気予報23%

ス ポー ツニ ュース19%

事件や事故 な どの社会ニ ュー ス19%

この満足 している人の割合 は,そ れぞれの

ニュース項 目に対 して,あ まり関心のない人

まで含んだ全体の人を対象にしているので,

それぞれのニュース項 目に対 して,「おおいに

関心がある」と答えた人だけについて,満 足

している人の割合 を調べてみ ると,「天気予

報」(38%),「 スポーツニュース」(37%)の

ほか,「芸能ニュース」(35%)の 満足度が き

わめて高かった。

「社会ニュース」(20%)と 「政治ニュース」

(19%)は,お おいに関心のある人に,あ る

程度の満足感を与えていると考 えられるが,
「経済ニュース」(11%)と 「国際ニュース」

(12%)に ついては,お おいに関心を持 って

いる人の満足感は十分 なもの とはいえない状

況にある。

財テクブームといわれる今 日,家 庭の主婦

の経済に対 する関心が高 まり,経 済の動きに

ついて知 りたいという欲求がかなり強 くなっ

ている。しかし,現 在の 「経済ニュース」は

必ずしもそれに十分応えているとはいえない

ようである。「経済ニュース」におおいに関心

のある人の満足感が比較的低いことがそれを

物語っている。
「国際ニュース」についても同様で ある。

今 日,仕 事の面で,海 外諸国の動 きが少なか

らず影響する場合が多 くなっている。 また,

海外旅行が大幅に増加するなど,海 外 に対す

る一般の人び との関心 も非常に高 くなってい

る。「国際ニュース」は,量 的には著 しく増加

しているが,本 当に関心のある人に対 しては,

必ず しも十分 な満足感 をあたえてはいないよ

うである。

これに対 して,「 スポーツニュース」や 「芸

能ニュース」は,関 心のある人の満足感はか

なり高いことが調査の結果に示 されている。

最近のテレビのニュースの内容や,最 初 に指

摘 したようなワイ ドショーの内容 などをみて

いると,十 分に納得することがで きる。それ

はそれで結構なことであるが,さ らに,「経済

ニュース」や 「国際ニュース」などについて

も,お おいに関心のある人に満足 して もらえ

るものを提供するよういっそうの努力が望 ま

れる。

最後に,プ ライバ シーにかかわるテ レビ報

道のあ り方であるが,報 道の自由,あ るいは

表現の自由は,人 び とを幸福にするためのも

のであるという基本理念を常に念頭にお くこ

とが大切である。

この基本理念の上に立つ ものであれば,プ

ライバシーにかかわるものを報道 した り,私

生活の内容 を放送することも許されるべ きで

あると考える。公人 としての政治家の市民生

活 を報道す ること,人 びとのあこがれの対象

である有名人の私生活の一端を報道す ること

は,こ の ような意味で,許 されるべ き範囲に

入るであろう。

しか し,今 日,し ばしば見 られるように,

大部分の放送局が,芸 能人 ・タレン トの結婚

や離婚 を追 いまわして,同 じような番組 を放

送す ることは,明 らかに行 き過 ぎであると考

える。賢明な視聴者がこの ような状況 を批判
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し,真 の 報 道 の 自由 が 実 現 さ れ,テ レ ビ の 報

道 が今 日の 社 会 に お い て,人 び との 幸 福 を も

た らす役 割 を果 たす こ とが で きる こ とを切 望

す る。(文 教 大 学 情 報 学 部 教 授)

注

(注1)NHK世 論調査部編:「 図説・日本人の生活

時間1985」(昭 和61年)よ り

(注2)ビ デ オ・リサー チ編:「 視聴率年報」 よ り

抜粋

(注3)放 送番組向上協議会編:厂 テ レビニュース

の表現(1987年)よ り

(注4)こ れ は昭 和62年9月 現 在 の もの で,10月 の

番 組 の 新編 成 に よ り,こ の う ちの一 部 は変

更 され て い る。

(注5)「 読 売 新 聞 」昭 和62年9月7日 か ら11日 ま

での 紙 面 よ り

(注6)30ペ ー ジ の タイ プ分 け参 照

(注7)小 林 節:「 有 名 人 の プ ラ イバ シー と報 道 の

自由 」[新 聞研 究:1987年8月 号22ペ ー ジ]

(注8)同 上23ペ ー ジ
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